
この公表は義務ではありま
せんが、企業の公表が進めば、
働く人は勤め先を選ぶときに、
副業のしやすさを判断材料に
できるようになります。副業に
ついては大企業ほど慎重な傾
向がありますが、情報を開示し
てもらうことで働き方の多様
化につながると期待されてい
ます。 
 
【厚生労働省「副業・兼業の促進に関

するガイドライン（令和４年７月改

定）」】 

 
 
新型コロナに係る傷病手当
金の支給に関するＱ＆Ａが
改訂されています 
 
「新型コロナウイルス感染

症に係る傷病手当金の支給に
関するＱ＆Ａ」が改訂され、新
たに７つのＱが追加されまし
た。例えば、次のようなもので
す。 
〇被保険者が、業務災害以外

の事由で罹患した新型コロナ
ウイルス感染症の罹患後症状
（いわゆる後遺症）の療養のた
め、労務に服することができな
い場合、傷病手当金は支給され
るのか。 

 ⇒傷病手当金の支給対象
となりうる。 
〇被保険者の検査は実施し

ていないが、同居家族が濃厚接
触者となり有症状になった場
合等において、医師の判断によ
り当該被保険者が新型コロナ
ウイルス感染症に感染してい

ると診断されたため、当該被保
険者が労務に服することがで
きない場合、傷病手当金は支給
されるのか。 

 ⇒傷病手当金の支給対象
となりうる。 

 
ほかにも、 
〇傷病手当金の支給申請に

あたり、保健所等が発行する
「宿泊・自宅療養証明書」の添
付は必要か 
〇傷病手当金の支給申請関

係書類として「宿泊・自宅療養
証明書」が提出された場合に、
これを医師の意見書として取
り扱ってよいか 
〇被保険者が、新型コロナウ

イルスの治癒後にも、事業主か
ら感染拡大防止を目的として
自宅待機を命じられたため労
務に服することができない場
合、当該期間について、傷病手
当金は支給されるのか 
〇事業主から自宅待機を命

じられていた期間中に新型コ
ロナウイルス感染症に感染し
た場合、傷病手当金の待期期間
の始期はいつか 
〇海外で新型コロナウイル

ス感染症に感染し、医師の意見
書を添付できない場合は、何を
もって労務不能な期間を判断
すればよいか 
といった事項について回答が
示されています。 
それぞれの内容が細かくて

難しい点もあるので、従業員か
ら相談があった際には弊所ま

でご相談ください。 
 
【厚生労働省「新型コロナウイル

ス感染症に係る傷病手当金の支給に

関するＱ＆Ａ」 の改訂について】 

 

 

8月の税務と労務の手続期
限［提出先・納付先］ 
 
1０日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま
たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得
届の提出＜前月以降に採用
した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 
 

３１日 
○ 個人事業税の納付＜第１期

分＞［郵便局または銀行］ 
○ 個人の道府県民税・市町村

民税の納付＜第２期分＞
［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵
便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書
の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・
納付計器使用状況報告書の
提出 
［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇
用保険の被保険者でない場
合）＜雇入れ・離職の翌月末
日＞ 
［公共職業安定所］ 
 

 

なお、従業員21～300人の
中小企業では26.2％、300人
以上の大企業では 17.8％が措
置を実施しており、中小企業の
ほうが70歳までの雇用に積極
的に取り組んでいることがわ
かります。 

 

◆60 歳以上の常用労働者数

は？ 
本調査における従業員21人

以上の企業の常用労働者数（約
3,380万人）のうち、60歳以
上の常用労働者数は約 447 万
人（全体の13.2％）でした。年
齢階級別に見ると、60～64歳
が約 239万人、65～69歳が
約 126 万人、70 歳以上が約
82万人でした。 
また、従業員31人以上の企

業における60歳以上の常用労
働者数は約 421 万人で、昨年
より約 11.7 万人増加してお
り、12 年前の平成 21 年と比
較すると約 205 万人増加して
います。 
【厚生労働省「令和３年「高年齢者

雇用状況等報告」集計結果」】 

 

 

情報公開を要請 「副業・兼

業の促進に関するガイドラ

イン」の改定             
 
副業・兼業については、これ

まで厚生労働省「副業・兼業の

促進に関するガイドライン（平
成30年１月策定）」（以下「ガ
イドライン」）において、労働
者が安心して副業・兼業に取り
組むことができるよう、労働時
間管理や健康管理等の在り方
について示されていました。 
このたび厚生労働省は、副

業・兼業を希望する労働者が、
適切な職業選択を通じ、多様な
キャリア形成を図っていくこ
とを促進するため、ガイドライ
ンを改定しました。今回の改定
の目玉は、企業に対して、副業・
兼業への対応状況についての
情報公開を推奨していくこと
です。 
今回の改定では、「企業の対

応」の項に、次の文言が追加さ
れています。 
 
（１） 基本的な考え方 
（中略）加えて、企業の副業・
兼業の取組を公表することに
より、労働者の職業選択を通じ
て、多様なキャリア形成を促進
することが望ましい。（中略） 
 
（４）副業・兼業に関する情報
の公表について 
企業は、労働者の多様なキャ

リア形成を促進する観点から、
職業選択に資するよう、副業・
兼業を許容しているか否か、ま
た条件付許容の場合はその条
件について、自社のホームペー
ジ等において公表することが
望ましい。 
 

令和３年「高年齢者雇用状
況等報告」の概要～ 
厚生労働省調査より 
 

◆高年法改正後初の調査 
厚生労働省は、令和３年６月

１日時点「高年齢者雇用状況等
報告」を公表しました。この調
査は、従業員21人以上の企業
232,059社の60歳以上の雇
用状況についてまとめたもの
で、令和３年４月から70歳ま
での就業機会の確保（高年齢者
就業確保措置）が企業の努力義
務となった改正高年齢者雇用
安定法の施行後初の調査とな
ります。 
 

◆約 25％の企業が 70 歳ま

での雇用制度を導入 
調査結果によると、高年齢者

雇用安定法によって義務付け
られている 65 歳までの高年
齢者雇用確保措置（定年制の廃
止、引上げ、継続雇用制度の導
入のうちのいずれか）を実施し
ている企業は、231,402 社
（99.7％）でした。 
・定年制の廃止…9,190 社

（4.0％） 
・定年の引上げ…4,306 社

（1.9％） 
・継続雇用制度の導入…

45,802社（19.7％） 
・創業支援等措置の導入…

79社（0.1％） 
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